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１． 基本構想策定の経緯 

本町では、医療・介護の連携により住民に寄り添った介護サービスが提供されてきましたが、施

設の老朽化、人材不足といった課題に直面し、医療及び介護におけるサービスの提供に影響が

出てきている状況にあります。 

急速な人口減少、少子化、そして担い手世代の流出が進むなか、医療・介護・福祉の分野にお

いて、担い手が不足することは、地域での暮らしを支える基盤が十分ではなくなることを意味しま

す。高齢者・障がい者の生活を支えるためには、保健・医療・介護・福祉の提供体制の整備は、重

要な課題と言えます。 

このような現状を踏まえ、将来を見据えた介護福祉サービスの在り方について、検証を行い本

町における概ね 20年後を見据えた施設体制に係る基本構想をまとめました。 

 

2． 基本構想の位置づけ 

本基本構想は、地域住民のニーズを把握し、国の動向、客観的データ等をもとに将来に渡る適

切な介護需要を見極めた上で、本町の施設整備に関する基本的な事項を示したものです。 

（策定委員会 策定委員名簿）    

所属 役職 氏名 備考 

西ノ島町 副町長 澤谷 一憲 委員長 

西ノ島町議会 議員 吉田 歳造  

島根県高齢者福祉課 課長補佐 植田 晃広 令和 6年４月１日～ 

隠岐島前病院 院長 黒谷 一志   

社会福祉法人シオンの園 ございな施設長 小松 弘憲   

社会福祉法人 

西ノ島町社会福祉協議会 
事務局長 平木 みゆき   

社会福祉法人西ノ島福祉会 和光苑 苑長 尾﨑 正行   

西ノ島町役場 総務課 課長 村尾 育紀   

西ノ島町役場 財政課 課長 岸本 康彦 令和 6年４月１日～ 
    

（策定委員会 事務局名簿）    

所属 役職 氏名 備考 

西ノ島町役場 健康福祉課 課長 伊藤 義樹 令和 6年４月１日～ 

西ノ島町役場 健康福祉課 課長補佐 小藤 和美 令和 6年４月１日～ 

西ノ島町役場 健康福祉課 係長 堀江 攝八   
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（ワーキングチーム 委員名簿）    

所属 役職 氏名 備考 

西ノ島町役場 健康福祉課 課長 伊藤 義樹 チーム長 

隠岐島前病院 主任看護師 徳若 聡子   

隠岐島前病院 主任作業療法士 濵田 拓史   

隠岐島前病院 社会福祉士 足立 麻衣   

社会福祉法人シオンの園 主任 前田 美穂   

社会福祉法人シオンの園   田中 裕貴   

社会福祉法人 

西ノ島町社会福祉協議会 
事務局長 平木 みゆき   

社会福祉法人 

西ノ島町社会福祉協議会 

係長 

本郷管理者 
長田 暁子   

社会福祉法人 

西ノ島町社会福祉協議会 

係長 

介護支援専門員 
島本 和樹   

社会福祉法人西ノ島福祉会 和光苑 苑長 尾﨑 正行   

社会福祉法人西ノ島福祉会 みゆき荘 所長 道下 和義   

社会福祉法人西ノ島福祉会 相談課長 平木 亘   

社会福祉法人西ノ島福祉会 
介護支援専門員

主任生活相談員 
関谷 学   

    

（ワーキングチーム 事務局名簿）    

所属 役職 氏名 備考 

西ノ島町役場 健康福祉課 課長補佐 小藤 和美   

西ノ島町役場 健康福祉課 係長 堀江 攝八   

西ノ島町役場 健康福祉課 主任 草苅 恵里奈   

西ノ島町役場 健康福祉課 保健師 小室 紗也香   
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2.1基本構想策定における進め方 

基本構想の策定にあたり、令和 5 年 12 月～令和 6 年 3 月にかけて住民アンケート、環境分

析、介護保険サービス分野における社会福祉法人の経営分析、介護サービス分野における社会

福祉法人及び隠岐島前病院の現状分析を実施し、課題を設定しました。 

令和 6 年 3 月～8 月にかけ、特別養護老人ホームの今後の在り方及び小規模多機能型居宅

介護事業のシミュレーション、また、移転先の検討を実施し、令和 6年 10月に方針を決定いたし

ました。 

 今後は、令和 7 年度から本基本構想を踏まえた具体的な基本計画の段階に進み、策定委員会

及びワーキングチームにて検討を行います。 

 

（図 1）基本構想策定における進め方 
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2.1.1住民アンケート 

 町内在住の 40歳以上の方を対象に実施し、調査数は 1,882件、回収数は 965件（51.3%）

となっております。 

 

（表１）住民アンケート概要 

大項目 小項目 

基本属性 性別、年齢、居住地、世帯数・世帯構成、子どもの有無・

居住先、居住年数、年金の種類、要介護認定の有無、現

在受給の介護サービス 

介護サービスに対するニーズ 介護の提供先、希望する介護サービス、自費サービス、

見守り・ICTへの意識 

高齢期の住まい 高齢期に希望する住まいと転居希望・転居先 

ケアの担い手としての可能性 家族介護、有償ボランティアについての可能性、住民の

コミュニティ力に関する意識  

高齢者住宅及び施設への希

望 

高齢者住宅に対する支払い能力、特養の居室形態、

ACP・空き家に対する意識、家族からの支援の有無 

 

2.1.2現状分析 

 国保データベース（KDB）データを用いて、入院、外来、在宅医療の提供状況、介護サービス、

レセプト件数、サービス提供日数、要介護度、中間評価の得点数、医療ニーズの内容、認知症高

齢者の日常生活自立度、障がい高齢者の日常生活自立度等、医療介護の利用状況の分析を実

施しました。 

 加えて、介護保険「保険者シート」データセット（2023年 7月 15日）及び：厚生労働省 介護保

険事業状況報告 （暫定）（2023年 9月）を用いた高齢化率、要介護認定率、医療提供体制及び

介護提供体制についての分析、国立社会保障・人口問題研究所 日本の地域別将来推計人口

（2023年推計）を用いた人口推計及び要支援要介護者推計の分析も実施しております。 

 また、介護施設を運営する社会福祉法人 2 法人（西ノ島町社会福祉協議会、西ノ島福祉会）に

おける財務三表、サービス種類ごとの機能及び実績、人件費等を分析しながら、運営状況と施設

整備に充てることができる自己資本額について確認したところであります。 

その他、町内の社会福祉法人 3 法人及び隠岐島前病院に対し、施設整備の構想、運営状況、

医療介護連携、人員、ICTの活用の視点からヒアリングを実施しております。 

 

2.1.3事業シミュレーション（特別養護老人ホーム及び小規模多機能型居宅介護） 

今回実施した事業シミュレーションについては、小規模多機能型居宅介護及びサービス付き高

齢者住宅モデルと特別養護老人ホーム（ユニット型個室/従来型多床室）、短期入所生活介護（空

床利用）を実施しております。なお、看護小規模多機能型居宅介護の人員配置のモデルとして看
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護職員2.5名以上（統計値は 5名程度）配置する必要があり、人材不足が見込まれるため、開設

が困難と判断し事業シミュレーションは実施しておりません。 

小規模多機能型居宅介護の 25名定員、或いは、29名定員の論点について、定員数によって

通所の定員が 15 名～18 名となるが、今後、在宅限界点を上げていくことを見据えると定員は

29 名の方が適切であると判断しました。泊まりについても夜勤 1 名に対しての採算の観点及び

短期入所のニーズが高いことを前提に 9名と設定しています。 

 

（表２）事業シミュレーションのパターン 

  

 

2.1.4移転先の検討 

施設整備を実施する移転先について、旧黒木小学校のある別府拠点、或いは、社会福祉法人

西ノ島町社会福祉協議会及び養護老人ホームみゆき荘のある美田拠点の 2 箇所で検討を行い

ました。 
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３．本町における施設の現状と課題 

各種分析を踏まえた上での課題として、人口減少、施設サービス定員数の多さ、施設の老朽化、

介護人材における採用及び定着、サービスを提供する法人の経営状況があります。 

 

3.1将来人口推計（要支援及び要介護認定者について） 

人口増減割合は、2020 年対比で 2040 年には 72.6%と大幅に減少する見込みとなってい

ます。生産年齢人口は 2020年対比で 1,246名から 2050年には 843名と 403名の減、後

期及び前期高齢者人口は対 2020年対比で 1,289名から 2050年には 721名と 568名の

減となる見込みです。全国及び島根県と比較しても大幅に減少していく見込みとなっております。 

人口の大幅減少に伴う介護需要の減少及び介護人材不足を加味しながら体制整備が必要と

なっています。 

 要支援及び要介護認定者数は、平成２２年をピークに減少してきました。今後も増減はあります

が、令和２２年以降減少傾向となる見込みです。 

 また、認定者の内訳については、軽度者・中度者・重度ともに増減はありますが、全体的に減少

傾向となる見込みです。 

令和 5年 9月時点での軽度者～重度者の割合について、全国、島根県、隠岐広域連合と比較

すると軽度者の割合が高くなっています。 

 

（図２）人口増減割合 対 2020年      （図３）隠岐医療圏と西ノ島町の人口推移（人） 

 

※図２及び３出典：国立社会保障・人口問題研究所 日本の地域別将来推計人口（2023年推計） 
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（図４）認定者数の推移（人）             （図５）要介護・要支援認定者数の割合 

 

※軽度者：要支援者及び要介護１ 中度者：要介護２・３ 重度者：要介護４・５ 

※図４及び５出典：厚生労働省 介護保険事業状況報告（暫定）（2023年 9月）、見える化システムによる自然体推計値 2025年推計 

 

3.2高齢者人口に対する施設サービスの定員数の多さ 

町内での医療介護分野における事業領域（図６）としては幅広い対応が可能となっています。 

特に、介護領域については特別養護老人ホームや養護老人ホーム（特定施設）の施設系サービ

ス、小規模多機能型居宅介護や通所介護等在宅サービスも充実しています。サービスについて

全国及び隠岐広域連合内で比較すると施設系サービス定員が多くなっています（75歳以上人口

1,000人当たり 102）。(表３) その結果、人材不足により職員の配置基準に課題が出てきており、

運営に支障が出ています。 

しかし、高齢者住宅等の住宅系サービスがないため、施設サービスが住まいの代わりとなって

いる可能性があります。また、課税世帯の町外流出が続いていることから、対策についても検討

する必要があると考えています。 

 

（図６）西ノ島町内での医療介護分野における事業領域 
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(表３)介護提供体制 

 
※表３ 出典：介護保険「保険者シート」データセット（2023年 7月 15日）より作成 

 

３．３介護施設の老朽化 

介護施設が一般的に築 30年から 40年で建替えることを踏まえると、西ノ島町社会福祉協議

会の小規模多機能型居宅介護及び西ノ島福祉会の特別養護老人ホームは建替えの検討が必要

な時期となります。 

今後需要の縮小が予想されるなか、将来の需要への適応、介護職員の確保とケアの質向上な

どの視点を踏まえれば、地域の実情に合わせた規模と機能を検討し、介護施設の再編・ 統合を

することが必要な状況に差し掛かっています。 

 

（表４）各施設の建設年月日、提供体制、課題 
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３．４介護人材における採用及び定着 

西ノ島町社会福祉協議会及び西ノ島福祉会ともに勤続年数の長い職員が多く在籍（西ノ島福

祉会：勤続 10年以上 71.4%、西ノ島町社会福祉協議会：勤続 5年以上８4.6％）しており、看取

りまで行う等現場機能としては高機能となっている一方、新人職員の定着が大きな課題となって

います。既存のコミュニティが強固に根付いている可能性があり、より新人職員に対する受け入

れ体制を整備していくことが求められてきます。 

生産年齢人口の減少及び職員の高齢化が進み、深刻な介護人材不足となることが想定される

なか、人材不足を起因とした離職の懸念等もあることから適切なマネジメントが難しくなっていま

す。介護職員の希望を過度に汲み取ることによって、利用者の受け入れ幅の減少（定員減含め）

が深刻な課題となり、経営状況がより悪化する可能性があります。 

 

（図７）人材不足を起因とした介護福祉事業運営の悪循環サイクル 

  

 

3.5介護サービスを提供する法人の経営状況について 

西ノ島町社会福祉協議会及び西ノ島福祉会とも、財務健全性は特に問題がない状態ではあり

ますが、今後の修繕費等を考えると非常に厳しい状態に陥る可能性は高くなると考えられます。 

また、小規模多機能型居宅介護及び特別養護老人ホームの建替えに関しては、自己資金が乏

しいため、多額の借入金が必要となり、財務健全性が著しく損なわれることによって、法人の持続

可能性が大きな課題であります。 
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3.5.1社会福祉法人西ノ島町社会福祉協議会 

財務健全性は特に問題がなく、現預金についても売上の 3カ月以上（2022年度 25,954千

円）の現預金（2022 年度 30,031 千円）と減価償却費率が非常に低いことに起因して利益が出

ている状態です。（表４）  

特に小規模多機能については減価償却費率が 0％ということもあり経常利益率が 3.5%とな

っている。（表５） 

 

（表４）社会福祉法人西ノ島町社会福祉協議会  

 

（表５）社会福祉法人西ノ島町社会福祉協議会 経営分析サマリー 
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3.5.2社会福祉法人西ノ島福祉会 

財務健全性は全体的に非常に良い状態であると考えます。一方で、現預金については 3 カ月

分の売上（2022 年度基準で 129,812 千円）を考えると現預金が不足している状態（2022 年

度 123,561 千円）となっています。（表 6） 現預金は毎年増加しており、大きな修繕や建替え等

が行われない限り、財務健全性は問題ないと考えますが、今後の建替え等を考えると自己資本比

率等が悪化（借入による）する可能性があります。（表 7） 

 養護老人ホームに入所している方の区分限度支給額に対する介護保険の利用割合は平均

88.1％と高く、適切にサービスが提供されています。 

また、所得の高い39階層の方が一定数利用しており、養護老人ホームのサービスが本来必要

な方々に対して利用を促す、或いは、養護老人ホームの縮小（職員数減に伴い）を今後検討して

いく必要があります。 
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（表 6）社会福祉法人西ノ島福祉会 貸借対照表 サマリー 

 

 

(表 7)社会福祉法人西ノ島福祉会 経営分析 サマリー 
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3.6課税世帯の受け皿の問題 

現在、本町には受け皿となる高齢者住宅等がなく、住み替えのニーズについては本土等の移住

に頼らざるを得ない状態となっています。 

住民アンケートの結果、自立期から 23.6%の人が高齢者住宅への転居を希望（早めの住み替

えニーズが高い）しており、また、自立期、要支援期の人のうち、3 割以上が本土への転居を希望

しています。 

看取り時には自宅を希望する人が 33.8％。施設、病院での看取りを希望する人が 2割程度と

なっています。 

 

（図８）高齢期に希望する住まい及び転居する際に希望する地域 

 

※出典：住民アンケートより 
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４．施設整備の基本的な考え方・介護サービスの在り方について 

大事なことは、地域住民の方々が住み慣れた地域でいつまでも自分らしく暮らし続けることを

選択できる環境づくりにあります。住民のニーズに応える一方で、持続可能な経営及びサービス

提供体制を基盤に、必要な人材確保が最重要課題です。  

（図９）施設整備の優先すべき視点 

  

4.1特別養護老人ホーム 事業シミュレーション 

特別養護老人ホーム（定員40床/短期入所生活介護4床（2024年現在１床減で運用））の建

替えを想定し（表８）、8 パターンの事業シミュレーションを実施しました。各パターンを人員確保、

投資計画、収益性、在宅生活の支えという視点で比較した結果（表９）、パターン 2-3の地域密着

型特別養護老人ホーム（ユニット型/短期入所生活介護は空床利用型）が最も良いという結論に

なりました。短期入所生活介護を空床利用型とすることにより人員の効率化が可能となり、収益

性は最も高くなります。一方で、どのパターンであっても建設費を借入金で賄う構造（返済が大き

い）となり利益の出ない可能性が高いと考えられます。 

在宅生活の支えについては、小規模多機能型居宅介護の泊まり機能の充実及び緊急時の短

期入所の受け入れを可能とすれば、短期入所生活介護と特別養護老人ホームを併設する必要性

は低くなると考えられますが、一方で、ユニット型の特性上従来型よりも利用者の自己負担額が

高くなることが懸念点となっています。 

 

（表８）再掲 特別養護老人ホーム 事業シミュレーション 
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（表 9）特別養護老人ホーム 事業シミュレーション 比較表 

 

 

4.１．１ 特別養護老人ホームの建替えにおける懸念点 

特別養護老人ホームにおける事業シミュレーションの結果、地域密着型特別養護老人ホーム

（ユニット型/短期入所生活介護は空床利用型）が良いという結果になりましたが、一方で、満床

に近い利用があっても赤字となる見込みとなっています。 

主な要因としては、離島特有の建築単価（坪単価：2,464 千円）による投資額の高さ及び自己

資金が用意できないことによる借入金が高額となり返済額が高くなることに起因しています。 

税引き後当期利益については、減価償却費が利用者数に対して高くなり利用者 25 名が損益

分岐点利用者数となります。 

資金収支差額については、利用者が減少し人件費が減少した場合においても借入金（毎年約

46,000千円）の返済が必要となり、大きく赤字幅が大きく膨らむ可能性が高くなっています。 

仮に建替えた結果、職員の人材不足等の問題から入所受け入れ困難となり空床となってしまっ

た場合、建物に使用した投資額による借入金の返済が困難となり、法人の持続可能性が危ぶま

れることとなるため、慎重に検討しなければなりません。 

 

（表 10）地域密着型特別養護老人ホームの稼働率毎の想定収支 
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4.2小規模多機能型居宅介護及びサービス付き高齢者住宅 事業シミュレーション 

小規模多機能型居宅介護（定員２９名）の建替えを想定し（表 11）、2パターンの事業シミュレー

ションを実施しました。2 パターンを人員確保、投資計画、収益性という視点で比較した結果（表１

2）、パターン 2が望ましいという結論となっております。 

人員配置についてはどちらも 16.9 名と 2 パターンとも同一となっております。なお、小規模多

機能型居宅介護の夜勤者がサービス付き高齢者住宅の夜間帯にも対応する運営を前提として

います。また、投資額についても居室数が同一であるため、投資額に差はありません。 

収益性の論点について、小規模多機能型居宅介護については要介護 2以上となると基本報酬

が高くなり、平均単価が高くなる構造となっています。要介護度が上がっても「在宅で生活を続け

られる」ことが、小規模多機能型居宅介護の設置目的となっており、その目的に沿った形で報酬

単価が設定されています。そのため、パターン 2については利益が出る構造となっております。 

なお、サービス付き高齢者住宅は、月 9.8 名の平均利用数で小規模多機能型居宅介護は、登

録者 24.65名以上で利益が出るモデルとなることを想定しています。（1年目及び 2年目は借入

金返済据え置き期間） 

サービス付き高齢者住宅について事業シミュレーション上、家賃 98,000 円としています。町

内の家賃相場とかけ離れていますが、建設費が多額となっているため、その採算を考えた家賃設

定となっております。家賃の額が高額となると入居者の募集が困難となる可能性があります。その

ため、その他高齢者住宅（町営住宅や生活支援ハウス等）も検討していくことが求められます。 
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（表 11）小規模多機能型居宅介護及びサービス付き高齢者住宅 事業シミュレーション 

 

 

（表 12）小規模多機能型居宅介護及びサービス付き高齢者住宅 事業シミュレーション 比較表 
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４．３特別養護老人ホームの建替えにおける懸念点解決の方向性 

特別養護老人ホームの建替えが困難となった場合の代替案として、小規模多機能型居宅介護

及びサテライト型にて重度者を支えることが必要となることを想定しています。 

 （表 13）特別養護老人ホーム及び小規模多機能型居宅介護（サービス付き高齢者住宅含む）の

事業シミュレーションを実施し、最も良いパターンとなった内容をパターン１としています。パター

ン 2及びパターン 3については特別養護老人ホームの代替案となります。 

パターン2については、要介護3以上の方を小規模多機能型居宅介護及びサービス付き高齢

者住宅のみで支えるパターンとなります。 

パターン 3については、パターン 2に小規模多機能型居宅介護サテライト型を設置するパター

ンとなります。なお、パターン 3-1については、登録定員及び利用定員について通常の基準とした

場合のパターンとなります。パターン 3-2 については、「令和 3 年 8 月 19 日 厚生労働省老健

局の令和 3 年度介護報酬改定に関する Q&A」内にある小規模多機能型居宅介護の登録定員

及び利用定員に関する基準について、「従うべき基準」から「標準とすべき基準」に改正された内

容を受けて、泊まり機能が充実した内容となっています。なお、隠岐広域連合に確認した際、パタ

ーン３-2の定員設定については不可と回答がありました。 

（表 14）各パターン比較した結果、収益性の観点や泊まり機能の充実の観点からパターン 3 が

最も良いという結論となっています。3-1 及び 2 については、サテライト型の主要顧客及び泊まり

の定員の差であるためサービスとしては小規模多機能型居宅介護及びサテライト型、サービス付

き高齢者住宅で対応していくことが適切であると判断します。 

 施設系サービスについては、離島等の事情を加味した特別地域加算等が算定対象外となって

いますが、在宅系サービスについては算定対象となっており、収益性の観点でも離島特有の高コ

ストとなる構造を賄える見込みです。 

現在の特別養護老人ホームにおいては、人材不足等を起因とした縮小に伴い、泊まり機能が

減少することによって要介護 3 以上の方の受け皿を小規模多機能型居宅介護に移行させていく

必要があります。また、サテライト型があることによって支える数及び幅が広がることが予想されま

す。 
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（表 13）特別養護老人ホームの代替案 

 

 

（表 14）特別養護老人ホームの代替案 マトリクス表 

 

 

4.4本構想策定時の想定サービスの提供と今後の方向性 

特別養護老人ホームについては、施設の老朽化による問題があるものの、建替え財源の確保

の課題があり、建替えが困難な状況であります。一方で、重度者への対応が可能な施設であるた

め、機能としては必要不可欠であると考えています。そのため、既存施設の運用を前提に本町で

の需要を見極めつつ縮小する方向性と、定員は 30名以下を想定しています。 

特別養護老人ホームを縮小するにあたっては、小規模多機能型居宅及び高齢者住宅の重度

者対応の充実が求められます。 
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現状、小規模多機能型居宅介護については施設の問題で泊まりの受け入れが難しく重度者対

応が困難な状況であるため、泊まり機能を充実させながら重度者の受け入れを検討していくとと

もに将来的には建替えを行うこととし、想定定員は 29 名（泊まり 9 名、通い 18 名）とします。サ

テライト型（定員 18名、泊まり 6名、通い 12名）についても町内介護事業所の運営状況により開

設を検討します。 

また、高齢者住宅については 10室程度を予定しております。 

養護老人ホームについては、海士町及び知夫村と協議を要することが前提となりますが、比較

的資産及び収入の高い入所者が多い現状を踏まえ、受け入れ要件の見直しを検討します。 

 

5.施設整備の場所について 

別府拠点（旧黒木小学校）及び美田拠点での比較を行った結果、医療・介護の連携（将来的に

隠岐島前病院が別府拠点へ建替え予定）、公共交通機関のアクセス、町民の利便性等を考慮し、

施設整備地を別府拠点（旧黒木小学校）に選定しました。 

しかし、２００７年（平成１９年）に水害が発生した場所であり、施設建設時には対策を講じる必

要があります。 

 

（表 15）別府拠点及び美田拠点 比較 
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（図１０）イメージ図 

 

 

6.基本構想のまとめ 

基本構想では、戦略、建物や土地、財務等の視点から将来を見据えた介護福祉サービスの方

向性を決定し、施設整備の企画をまとめていく役割があり、この基本構想に基づいて、基本計画

を作成していきます。 

基本計画では、基本構想の論点からサービス種別へ展開するなど、構想を計画へと具体的に

落とし込んでいく作業を行い、より詳細な内容を施設整備の際の基本的な情報として活用する予

定です。 

本基本構想を実現していくには、まずは、社会福祉法人の事業の継続性を確保するために法

人間の連携を強めながら人材確保及び人材育成に注力していく必要があります。 

 次に、以下の論点については策定委員会及びワーキングチームで施設整備の優先順位を決め

て取り組む必要があります。 

１点目は、小規模多機能型居宅介護の整備についてです。現在、本町には、小規模多機能型居

宅介護本郷がありますが、施設の老朽化等により、要介護３以上の泊まりサービスに制限がかか

っている状況です。本来の訪問、通い、泊まりのサービス提供が可能な体制を作りつつ、在宅限

界点を上げていくことで、多様化する高齢者のニーズに対応できるサービスを提供することが可

能となります。また、建替えにより、要介護３以上にも対応ができ、施設に入所せずに利用者が可

能な限り、最後まで住み慣れた自宅で生活することも可能となります。 

 ２点目は、本町における長年課題であった課税世帯の受け皿となる高齢者住宅を整備します。 

 ３点目は、介護重度者の受け入れについてです。特別養護老人ホーム和光苑の機能については、

運営状況及び需要を鑑みながら段階的に定員を３０名以下とすることを検討していく必要があり

ます。施設の建替えについては、資金面の課題が大きく社会福祉法人西ノ島福祉会での新規の
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建替えは実施しない方針となりました。しかし、小規模多機能型居宅介護と高齢者住宅が整備さ

れても重度者を受け入れる施設は、必要であるとの結論に至ったため、ついて引き続き検討しま

す。 

併せて、養護老人ホームみゆき荘の入所者の実態として、比較的資産及び収入が高い方が入

所している実態があり養護老人ホーム本来の設置趣旨から逸脱していることを前提に、海士町及

び知夫村と定員等について検討します。 
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【介護サービスにおける用語の定義】 

●特別養護老人ホーム（介護老人福祉施設） 

 寝たきりや認知症で日常生活において常時介護が必要で、自宅では生活が困難な人が入所す

る。食事、入浴、排せつなどの日常生活介護や機能訓練、健康管理などが受けられる。 

 

●ショートステイ（短期入所生活介護）  

特別養護老人ホームなどの施設に短期間入所して、食事、入浴、排せつなどの日常生活上の 

支援や機能訓練などを行う。 

 

●小規模多機能型居宅介護  

通いを中心に、利用者の選択に応じて訪問系のサービスや泊まりのサービスを組み合わせ、多 

機能な介護サービスを受けられる施設。 

 

●高齢者住宅 

 本資料では、町営住宅、生活支援ハウス、サービス付き高齢者住宅、有料老人ホームを想定。 

 

●有料老人ホーム（特定施設入居者生活介護） 

「介護付き」「住宅型」「自立型」のタイプに分かれ、それぞれの状況にあった食事の提供や、日

常生活の介助、家事、健康管理などのサービスが提供される施設。 

 

●サービス付き高齢者住宅  

高齢者が安心して生活できるよう、バリアフリーなど一定の建築基準を満たし、安否確認・生 

活相談サービスを提供する賃貸型住宅。 

 

●生活支援ハウス 

町内に住所を有する 60 歳以上の方で、かつひとり暮らしの方、夫婦のみの世帯に属する方も

しくは、家族による援助を受けることが困難な方であって、高齢等のため独立して生活することに

不安のある方が入所できる施設。 

 

●養護老人ホーム  

おおむね 65 歳以上の高齢者が、環境上の理由や経済的理由などにより居宅において養護 

を受けることが困難な場合に入所できる施設。 

 

●39階層 

 養護老人ホームの施設入所者負担金は、収入が高くなるにつれて階層が高くなり、１階層から

39階層まである。 


